
令和７年５月２９日更新

令和７年度高齢者eスポーツ体験会開催事業業務委託に係る質問回答

項　目 質問内容 回　答 回答日

1 購入物品の業務
終了後の扱いに
ついて

委託業務終了後は、購入機材は石川県様
または各市町様に引き渡しでしょうか。

委託業務終了後の購入機材は、受託者様
に帰属します。

R7.5.29

2 ｅスポーツ体験
会および交流会
の開催日程につ
いて

イベント開催の日程について土・日・祝
日・年末年始の実施が想定されますで
しょうか。また準備作業を除き日中時間
帯（１７時以降 等）以外のイベント実施
の想定が必要となりますでしょうか。

土・日・祝日・年末年始の実施や、夜間
などの日中時間帯（１７時以降等）以外
の実施は想定しておりません。

R7.5.29

3 ｅスポーツ体験
会および交流会
の開催日程につ
いて

同日同時間帯(準備/撤収作業および移動
にかかる時間が確保される場合を除く)に
おいて複数の拠点でイベントの同時開催
は無いものしてよろしいでしょうか

複数拠点での同時開催（異なる通いの場
を結んでのオンライン対戦等を行う地域
間交流会）は想定しておりません。

R7.5.29


